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III  総合教職キャリアセンター設置準備室組織図及び

関係規定 

・新井　肇　  教授・学長特別補佐（学生支援担当）　※委員長

・福本　謹一　副学長

・福田　光完　副学長

・佐藤　真　  教授　（教務委員会副委員長）

・竹村　厚司　教授　（学生委員会副委員長）

・松田　吉郎　教授　（就職委員会副委員長）

・渡辺　裕人　教育研究支援部長

・古川　雅文　教授

・YAGI, Darryl Takizo　特任教授

・山中　一英　准教授

・横山　香  　特命准教授

・室長（新井　肇　　 教授・学長特別補佐）※委員長と兼務

・副室長（古川　雅文　 教授）

・室員（YAGI, Darryl Takizo 特任教授）

・室員（山中　一英　 准教授）

・室員（横山　香　 特命准教授）

・室長（藤原　賢二　総務部企画課）

・室員（谷岡　信宏　総務部企画課）

・室員（蓬莱　礼子　総務部企画課）

総合教職キャリアセンター設置支援室

総合教職キャリアセンター設置準備室

総合教職キャリアセンター設置準備委員会

組 織 図
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兵庫教育大学総合教職キャリアセンター設置準備委員会に関する要項 

 

（設置） 

第１条 兵庫教育大学（以下「本学」という。）に、学生のキャリア形成を総合的

に促進・支援する総合教職キャリアセンター（以下「教職キャリアセンター」とい

う。）の設置を計画するため、兵庫教育大学総合教職キャリアセンター設置準備委員

会（以下「設置準備委員会」という。）を置く。 

（構成） 

第２条 設置準備委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(1) 副学長 

(2) 学生支援担当の学長特別補佐 

(3) キャリア形成支援担当の学長特別補佐 

(4) 教務委員会副委員長 

(5) 学生委員会副委員長 

(6) 就職委員会副委員長 

(7) 教育研究支援部長 

(8) その他学長が必要と認めた者  若干人 

 （委員長及び副委員長） 

第３条 設置準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第１項第２

号に規定する学生支援担当の学長特別補佐をもって充て、副委員長は、委員の互選

によって定める。 

２ 委員長は、設置準備委員会を招集し、議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代

行する。 

（審議事項） 

第４条 設置準備委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 教職キャリアセンターの設置準備に関すること。 

(2) 教師教育研究の成果に基づく、教職キャリア研究に関すること。 

(3) 組織的なキャリア教育の在り方に関すること。 

(4) その他委員長が必要と認めた事項。 

（専門部会） 

第５条 設置準備委員会に、特定の事項を調査検討させるため、必要に応じて専門

部会を置くことができる。 

２ 専門部会の構成等は、委員長が別に定める。 

（事務） 

第６条 設置準備委員会に関する事務は、総務部企画課が処理する。 

（雑則） 

第７条 この要項に定めるもののほか、設置準備委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。 

 

 

附 則 

 この要項は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 
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兵庫教育大学総合教職キャリアセンター設置準備室に関する要項 

 

（設置） 

第１条 兵庫教育大学（以下「本学」という。）に、平成 22 年度特別経費（プロジェ

クト分）に採択された総合教職キャリアセンター（以下「教職キャリアセンター」

という。）を基軸にした人間力・教師力を備えた教師の育成事業を円滑かつ効果的に

推進するため、兵庫教育大学総合教職キャリアセンター設置準備室（以下「教職キャ

リアセンター設置準備室」という。）を置く。 

（業務） 

第２条 教職キャリアセンター設置準備室は、総合教職キャリアセンター設置準備

委員会と連携して次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 教職キャリア教育の調査・研究に関すること。 

(2) 教職キャリア教育プログラムの研究・開発に関すること。 

(3) 教職キャリアセンターの組織・機能の検討及び整備に関すること。 

(4) 教職キャリアセンターの学習支援事業の実施に関すること。 

(5) その他教職キャリアセンターの設置準備に関すること。 

（組織） 

第３条 教職キャリアセンター設置準備室に、次に掲げる者を置く。 

(1) 室長 

(2)  副室長 

(3) 室員 

 （室長） 

第４条 室長は、学生支援担当の学長特別補佐をもって充てる。 

２ 室長は、教職キャリアセンター設置準備室の業務を掌理する。 

 （副室長） 

第５条 副室長は、室員の中から室長が指名する。 

２ 副室長は、室長を補佐し、室長に事故等があるときは、室長の職務を代行する。 

 （室員） 

第６条 室員は、次の者をもって充てる。 

  (1) 室長が指名した者 

 (2)  総合教職キャリアセンター設置支援室職員 

 （事務） 

第７条 教職キャリアセンター設置準備室に関する事務は、総務部企画課が処理す

る。 

（雑則） 

第８条 この要項に定めるもののほか、教職キャリアセンター設置準備室の運営に

関し必要な事項は、室長が別に定める。 

 

  

附 則 

 この要項は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 


